
　　（１）有価証券の評価基準及び評価方法

　　　　　・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

　　　　　・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

　　（２）固定資産の減価償却の方法

　　　　　・建物、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品－定額法

　　　　　・リース資産

　　　　　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　　　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

　　　　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　　　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

　　（３）引当金の計上基準

　　　　　・賞与引当金　　－当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

　　　　　　　　　　　　　　ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。

　　　　　①独立行政法人　福祉医療機構

　　　　　②一般財団法人　京都府民間社会福祉施設職員共済会

　　当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

　（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）

　（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）

　（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）

　　　　　なお、「居宅介護支援」は公益事業に該当するが幸生福祉会九十九園拠点区分と一体的に実施している

　　　　ため、社会福祉事業の幸生福祉会九十九園拠点区分としている。

　（４）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）

　（５）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）

　　　　当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

　（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容

　　　　①幸生福祉会　九十九園（社会福祉事業）

　　　　　　本部、介護福祉、通所介護、短期入所生活介護、訪問介護、居宅介護支援

　　　　②幸生福祉会　九十九園ケアハウス（社会福祉事業）

　　　　　　ケアハウス

　　　　③幸生福祉会　九十九園診療所（公益事業）

　　　　　　診療所

　　基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

250,939,076 250,939,076

517,790,705 1,353,000 27,349,085 491,794,620

768,729,781 1,353,000 27,349,085 742,733,696

２．重要な会計方針

４．法人で採用する退職給付制度

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

６．基本財産の増減の内容及び金額

（単位：円）

基本財産の種類

土地

建物

合計

計算書類に対する注記（法人全体用）
別紙１



計算書類に対する注記（法人全体用）
別紙１

　　　　　該当なし

　　　　　該当なし

　　有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

取得価額 減価償却累
計額

当期末残高

1,671,015,781 1,179,221,161 491,794,620

2,185,226 1,399,733 785,493

43,869,383 22,364,582 21,504,801

22,235,145 17,667,096 4,568,049

144,815,713 131,146,203 13,669,510

1,884,121,248 1,351,798,775 532,322,473

　　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

債権額 徴収不能引
当金の当期
末残高

債権の当期
末残高

59,856,291 59,856,291

59,856,291 59,856,291

　　　　該当なし

　　　　該当なし

　　　　該当なし

　　　　該当なし

　　　　該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

１３．重要な偶発債務

１４．重要な後発事象

１２．関連当事者との取引の内容

建物

構築物

事業未収金

合計

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

車輌運搬具

器具及び備品

合計

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している
場合は記載不要。）

（単位：円）

機械及び装置

８．担保に供している資産

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している
場合は記載不要。）

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

（単位：円）

建物（基本財産）



計算書類に対する注記（法人全体用）
別紙１

　　　　該当なし

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明ら
かにするために必要な事項



　　（１）有価証券の評価基準及び評価方法

　　　　　・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

　　　　　・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

　　（２）固定資産の減価償却の方法

　　　　　・建物、建築物、車両運搬具、並びに器具及び備品－定額法

　　　　　・リース資産

　　　　　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　　　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

　　　　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　　　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

　　（３）引当金の計上基準

　　　　　・賞与引当金　　－当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

　　　　　　　　　　　　　　ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。

　　　　　①独立行政法人　福祉医療機構

　　　　　②一般財団法人　京都府民間社会福祉施設職員共済会

　　当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

　（１）幸生福祉会九十九園拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

　（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

　　　　幸生福祉会　九十九園

　　　　　本部、介護福祉、通所介護、短期入所生活介護、訪問介護、居宅介護支援

　（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

　　　　幸生福祉会　九十九園

　　　　　本部、介護福祉、通所介護、短期入所生活介護、訪問介護、居宅介護支援

　　基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

168,129,181 168,129,181

352,135,939 1,353,000 18,813,398 334,675,541

520,265,120 1,353,000 18,813,398 502,804,722

　　　該当なし

　　　該当なし

基本財産の種類

土地

建物

合計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

７．担保に供している資産

１．重要な会計方針

３．採用する退職給付制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

５．基本財産の増減の内容及び金額

（単位：円）

計算書類に対する注記（幸生福祉会九十九園 拠点）
別紙２



計算書類に対する注記（幸生福祉会九十九園 拠点）
別紙２

　　有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

取得価額 減価償却累
計額

当期末残高

43,926,387 13,361,577 30,564,810

2,185,226 1,399,733 785,493

7,072,630 2,942,762 4,129,868

18,795,959 14,374,984 4,420,975

86,364,712 76,141,134 10,223,578

158,344,914 108,220,190 50,124,724

　　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

債権額 徴収不能引
当金の当期
末残高

債権の当期
末残高

58,194,025 58,194,025

58,194,025 58,194,025

　　　該当なし

　　　該当なし

　　　該当なし

１１．重要な後発事象

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明ら
かにするために必要な事項

合計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

器具及び備品

合計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場
合は記載不要。）

（単位：円）

事業未収金

車輌運搬具

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している
場合は記載不要。）

（単位：円）

建物（基本財産）

建物

構築物

機械及び装置



　　（１）有価証券の評価基準及び評価方法

　　　　　・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

　　　　　・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

　　（２）固定資産の減価償却の方法

　　　　　・建物、建築物、車両運搬具、並びに器具及び備品－定額法

　　　　　・リース資産

　　　　　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　　　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

　　　　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　　　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

　　（３）引当金の計上基準

　　　　　・賞与引当金　　－当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

　　　　　　　　　　　　　　ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。

　　　　　①独立行政法人　福祉医療機構

　　　　　②一般財団法人　京都府民間社会福祉施設職員共済会

　　当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

　（１）幸生福祉会九十九園ケアハウス拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

　（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

　　　　幸生福祉会　九十九園ケアハウス

　　　　　ケアハウス

　（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

　　　　幸生福祉会　九十九園ケアハウス

　　　　　ケアハウス

　　基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

82,809,895 82,809,895

165,654,766 8,535,687 157,119,079

248,464,661 8,535,687 239,928,974

　　　　　該当なし

　　　　該当なし

基本財産の種類

土地

建物

合計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

７．担保に供している資産

１．重要な会計方針

３．採用する退職給付制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

５．基本財産の増減の内容及び金額

（単位：円）

計算書類に対する注記（幸生福祉会九十九園ケアハウス 拠点）
別紙２



計算書類に対する注記（幸生福祉会九十九園ケアハウス 拠点）
別紙２

　　有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

取得価額 減価償却累
計額

当期末残高

10,101,208 2,768,022 7,333,186

1,994,740 343,630 1,651,110

3,439,186 3,292,112 147,074

11,865,010 8,447,287 3,417,723

27,400,144 14,851,051 12,549,093

　　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

債権額 徴収不能引
当金の当期
末残高

債権の当期
末残高

1,649,906 1,649,906

1,649,906 1,649,906

　　　該当なし

　　　該当なし

　　　該当なし

１１．重要な後発事象

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明ら
かにするために必要な事項

合計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

器具及び備品

合計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場
合は記載不要。）

（単位：円）

事業未収金

車輌運搬具

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している
場合は記載不要。）

（単位：円）

建物（基本財産）

建物

構築物

機械及び装置



　　（１）有価証券の評価基準及び評価方法

　　　　　・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

　　　　　・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

　　（２）固定資産の減価償却の方法

　　　　　・建物、建築物、車両運搬具、並びに器具及び備品－定額法

　　　　　・リース資産

　　　　　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　　　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

　　　　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　　　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

　　（３）引当金の計上基準

　　　　　・賞与引当金　　－該当なし

　　　該当なし

　　当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

　（１）幸生福祉会九十九園診療所拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

　（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

　　　　幸生福祉会　九十九園診療所

　　　　　診療所

　（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

　　　　幸生福祉会　九十九園診療所

　　　　　診療所

　　　　　該当なし

　　　　　該当なし

　　　　　該当なし

　　有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

取得価額 減価償却累
計額

当期末残高

１．重要な会計方針

３．採用する退職給付制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

５．基本財産の増減の内容及び金額

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している
場合は記載不要。）

（単位：円）

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

７．担保に供している資産

建物（基本財産）

建物

計算書類に対する注記（幸生福祉会九十九園診療所 拠点）
別紙２



計算書類に対する注記（幸生福祉会九十九園診療所 拠点）
別紙２

1,147,840 1,119,668 28,172

1,147,840 1,119,668 28,172

　　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

債権額 徴収不能引
当金の当期
末残高

債権の当期
末残高

12,360 12,360

12,360 12,360

　　　該当なし

　　　該当なし

　　　該当なし

１１．重要な後発事象

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明ら
かにするために必要な事項

合計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

器具及び備品

合計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場
合は記載不要。）

（単位：円）

事業未収金

車輌運搬具

構築物

機械及び装置


